
水道料金体系表（1か月分） 

種類 用途 メーターの口径 
基本料金 

（税抜き） 

従量料金(1㎥につき) 

使用水量(㎥) 
金額 

（税抜き） 

専用給水 

装置 

一般用 

13㎜ 

及び 

20㎜ 

574円 

5まで 50円 

5を超え10まで 95円 

10を超え15まで 133円 

15を超え25まで 160円 

25を超え35まで 198円 

25㎜ 1,556円 

35を超え50まで 231円 

50を超え100まで 257円 

100を超え300まで 280円 

300を超えるもの 297円 

40㎜ 3,852円 

50まで 231円 

50を超え100まで 257円 

100を超え300まで 280円 

300を超えるもの 297円 

50㎜ 9,139円 100まで 257円 

75㎜ 20,028円 
100を超え300まで 280円 

300を超えるもの 297円 

100㎜ 53,278円 300まで 280円 

150㎜以上 95,926円 300を超えるもの 297円 

連合専用給水装置を使用するものは、メーターの口径を13㎜とみ

なして、1戸につき当該口径の料金を適用する。この場合の料金の

算定の基礎となる使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。 

公衆浴

場用 

メーターの口径に対応する一般用の基本料金を適用し、従量料金

は、1㎥につき65円とする。 

私設消火栓 演習用 1個1回20分以内につき 2,454円 

船舶給水栓 船舶用 1㎥につき 297円 

臨時給水栓 臨時用 1㎥につき 297円 

備考 

1 この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の用に供するものをいう。 

2 専用給水装置に係る額は、基本料金(月の中途において水道の使用を開始し、休止し、

又は廃止した場合で使用日数が15日以内のときにあっては、この表の基本料金の欄に定

める額の2分の1の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて得た

額))及び従量料金の合計額とする。 

3 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その月の全期間に

おいて、使用日数の多い用途又はメーターの口径(使用日数が等しいときにあっては、

変更後の用途又はメーターの口径)であったものとみなして算定する。 

※1 この料金表は、令和５年６月分料金から適用されます。 

※2 上記の金額に、消費税相当額が加算されます。 

適格請求書発行事業者登録番号 水道事業 T4800020002180 

下水道使用料金体系表（1か月分） 

区分 

種別 

基本使用料 

（税抜き） 
従量使用料(排出汚水量1㎥につき) 

料金 

（税抜き） 

一般汚水 512円 

5㎥まで 10円 

5㎥を超え10㎥まで 12円 

10㎥を超え15㎥まで 86円 

15㎥を超え25㎥まで 88円 

25㎥を超え35㎥まで 92円 

35㎥を超え50㎥まで 103円 

50㎥を超え100㎥まで 136円 

100㎥を超え300㎥まで 160円 

300㎥を超え1,000㎥まで 194円 

1,000㎥を超え8,000㎥まで 202円 

8,000㎥を超えるもの 210円 

公衆浴場汚水 0円 1㎥以上 17円 

備考  

1 この表において「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法

律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場から排除される汚水をいい、「一般

汚水」とは、それ以外の汚水をいう。 

2 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合で使

用日数が15日以内のときにおける当該使用月の基本使用料の額は、この表の基本使用料

の欄に定める額の2分の1の額とする。 

※1 この料金表は、令和５年６月分料金から適用されます。 

※2 上記の金額に、消費税相当額が加算されます。 

 

再生水料金体系表（1か月分） 

種別/区分 水量（㎥） 料金（税抜き） 

共同住宅等 1㎥につき 140円 

事業所等 1㎥につき 200円 

※ 上記の金額に、消費税相当額が加算されます。 

 

適格請求書発行事業者登録番号 下水道事業 T6800020002179 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金等に関するお問い合わせ 

那覇市上下水道局 お客様センター 

TEL ９４１－７８０４・７８３４ 


